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総 説

放射線の健康影響と労働衛生

小橋 元
放射線医学総合研究所企画部研究倫理企画支援室

（平成 26 年 5月 16 日受付）

要旨：社会の放射線被ばくの健康不安解消と適切な放射線被ばく管理・労働衛生管理の遂行に
は，放射線の健康リスクと防護対策に関する正しい理解が必要である．自然放射線も，医療で必
要な放射線も，事故で発生した放射線も，人体への影響という点においては同じであり，積算し
て評価，防護することが必要である．放射線の生物作用の主な標的はDNAである．DNAは，1
日 1細胞あたり 1万から 100 万カ所が損傷を受けているが，その原因は，放射線以外にも，活性
酸素，植物毒素，紫外線，たばこの煙中の炭化水素などの人造の変異原物質など様々である．放
射線の主要な健康影響の一つである発がんリスクで言えば，100mSv の放射線が受動喫煙とほぼ
同じであり，100～200mSv の放射線は野菜不足に相当する．そして，やせすぎ，肥満，運動不足
は 100mSv の放射線被ばくの 3～5倍，喫煙，大量飲酒習慣は 8～10 倍にあたる．このことは，生
活習慣の改善が放射線防護と同様に，がん予防には非常に有効であることを示唆している．労働
者の無用な放射線被ばくを防ぐには，作業環境管理，作業管理はもちろん，うがい，手洗い，シャ
ワー，衣類の洗濯などの保清習慣の徹底，労働衛生教育を含めた労働衛生の 5管理が重要である．
これらは，まさしく基本的な生活習慣病対策，労働衛生対策に他ならない．今後の公衆衛生対策
の更なる充実を願うとともに，震災・事故からの一刻も早い復興を祈ってやまない．

（日職災医誌，62：277─282，2014）
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1．はじめに

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災に伴う東京電力福島
第一原子力発電所の事故から 3年以上が経過した．社会
の放射線被ばくの健康不安解消と適切な放射線被ばく管
理・労働衛生管理には，放射線の健康リスクと防護対策
に関する正しい理解が必要である．

2．放射能と放射線の単位

放射能は，放射線を出す能力である．放射性物質で 1
秒間に 1つの原子核が崩壊して放射線を出す場合，その
放射能は 1ベクレル（Bq）である．放射線が当たった物
質がその放射線から吸収するエネルギーを吸収線量とい
う．質量 1kg あたり 1ジュール（J）のエネルギーを吸収
する場合が 1グレイ（Gy）である．放射線には，ヘリウ
ム原子核の α線，電子の β線，電磁波の γ線，中性子線
など様々な種類がある．同じ 1Gyの放射線が当っても，
放射線の種類によって人体への影響が異なるため，吸収
線量に放射線の種類ごとに定められた放射線加重係数を

かけて等価線量を算出する．さらに，放射線の感受性は
臓器・組織ごとで異なるため，等価線量に臓器・組織ご
とに定められた組織加重係数をかけて実効線量を算出す
る．等価線量，実効線量の単位にはともにシーベルト
（Sv）が用いられる．実効線量は，放射線の人体への影響
の比較や，がんや遺伝性影響などのリスク評価に用いら
れる．

3．外部被ばく，内部被ばくと半減期

体外から放射線を受けることを外部被ばく，体内の放
射線物質から被ばくすることを内部被ばくという．外部
被ばく線量は，放射線に被ばくしたときのみの線量を表
すが，内部被ばく線量は，その放射性物質が体内に入っ
てから，成人では 50 年間，小児では 70 歳までの年数に
被ばくする積算線量で表し，これを預託線量という．す
なわち，もしも大人の内部被ばく線量が 5mSvであれば，
今後 50 年間で合計 5mSvを体内から受けることを推定
している．
内部被ばくは，体内に取り込まれた放射性物質の種類
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表 1　原子力災害により環境中に放出される主な放射性物質の半減期と親和性臓器

ヨウ素 131 セシウム137 ストロンチウム90 プルトニウム239

放射線の種類 β，γ β，γ β α，γ
物理学的半減期 8日 30 年 29 年 2 万 4 千年
実効半減期 約 7 日 約 100 日 約 20 年 約 50 年
蓄積する器官・組織 甲状腺 全身・筋肉 骨 骨，肝

半減期は成人の値で概数を表す

で，その半減期と臓器親和性が異なるために，人体への
影響と対策が異なる．原子力災害により環境中に放出さ
れた主な放射性物質とその半減期，親和性臓器を表 1に
示した１）２）．半減期には，放射性物質の放射能が半分にな
る時間を表す物理学的半減期と，排泄により体内に存在
する放射線物質の量が半分になる時間を表す生物学的半
減期があり，これらを統合した実効半減期が，実際の内
部被ばく期間の指標となる（1�物理学的半減期＋1�生物
学的半減期＝1�実効半減期）．臓器親和性とは，放射性物
質の種類により蓄積する臓器や器官が異なることであ
る．
ヨウ素 131 は，物理学的半減期が約 8日で，体内に入っ

たうちの 70％はすぐに尿から排泄されるが，残りの
30％は甲状腺に取り込まれて約 80 日の生物学的半減期
で残留するため，実効半減期は約 7日となる．セシウム
137 は，物理学的半減期が 30 年であるが，全身の筋肉に
分布し，生物学的半減期と実効半減期ともに約 100 日で
ある１）．一方，ストロンチウム 90 は約 70％が全身に広が
り約 100 日で排泄されるが，約 30％は骨に移行して生物
学的半減期は非常に長くなる．これらの生物学的半減期
は成人の値であり，乳児や小児は代謝が早いために成人
の値よりも短い２）．ストロンチウム 90 は，海水中に放出
され，食物連鎖により濃縮される可能性がある．現在は
規制値を超えた食品が出回る可能性は低いが，引き続き
海洋汚染のデータに注意し，集積の可能性がある大型魚
の骨を摂らないことが重要である．プルトニウム 239 は
肺，骨，肝臓に集積し，半減期が非常に長いために，白
血病や骨腫瘍との関係が懸念される．しかし消化管で吸
収されにくいため，呼吸からの吸入を防ぐことが重要で
あるが，今回の放出量は微量であり，今のところは主要
な防護対象物質とは考えづらい．

4．日常生活で受ける放射線とALARAの原則

私たちは日常，世界平均で年間約 2.4mSv の放射線を
自然界から受けている．その内訳は，宇宙から年間 0.4
mSv，大地から年間 0.5mSv，ラドンから年間 1.2mSv，食
物から年間 0.3mSv 程度である．土壌に含まれる自然性
の放射性物質量の違いにより，自然放射線量には地域差
がある．日本における自然放射線量は世界平均よりも低
く，平均で年間約 2.2mSv であるが，世界には最大で年間
260mSv のイランのラムサールのように，日本の 10 倍以

上の自然放射線レベルの地域が実在する．また，カリウ
ム 40 や炭素 14 などの放射性同位元素は天然に一定の割
合で存在し，食物にも含まれる．そのため，体重 60kg
の人体には，常に約 4,000Bq のカリウム 40，約 2,500Bq
の炭素 14 が存在することになり，それによる内部被ばく
は避けられない．しかし，それらを合わせても，実効線
量は年間 0.3mSv 程度である．
医療における放射線検査の被ばく線量は，胸部撮影で

約 0.06mSv，上部消化管撮影で約 3mSv，CT撮影で約
5～30mSv と考えられている３）．医療放射線は，被ばくを
上回るメリットを条件に用いられるが，線量を低減する
努力も進められている．自然放射線も，医療で必要な放
射線も，事故で発生した放射線も，人体への影響という
点においては同じであるため，積算して評価，防護する
ことが必要である．
「人が受ける放射線量は，合理的に達成できる限り減ら
さねばならない（As Low As Reasonably Achievable：
ALARA）」という考え方は，国際放射線防護委員会
（ICRP）を中心に世界的に確立されている．特に子供の場
合，避けられる放射線は出来るだけ避けることが望まし
い．線量限度は安全と危険の境界線ではなく，影響が心
配されるレベルよりもはるかに低い値に設定されてい
る．公衆の線量限度は年間 1mSvと定められている．
ICRPは今回の災害時に，緊急事態期には年間 20～100
mSv，災害収束後の復旧期には年間 1～20mSv と，それ
ぞれ別の放射線防護の指標を設定し，段階的に年間 1
mSvまで引き下げるための対策を講じるように勧告し
た４）．一方，緊急措置および人命救助に従事する者につい
ては，状況により年間 500～1,000mSv を制限の目安とす
る場合もある５）．放射線業務従事者の線量限度は，放射線
障害防止法，医療法施行規則等により規定されているが
（表 2），2011 年 3 月 15 日から 12 月 16 日まで（一部は
2012 年 4 月 30 日まで）の間，福島第一原子力発電所での
作業者に限って実効線量が 250mSv まで引き上げられ
た．また，今回の事故で放出された放射性物質汚染廃棄
物等の処分などに従事する労働者のために，電離則が改
正されて規制内容が拡大された６）．基本はあくまでも労働
衛生の 5管理（作業環境管理，作業管理，健康管理，労
働衛生教育，総括管理）である７）．
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表 2　放射線業務従事者の線量限度

通常作業 緊急作業

実効線量 等価線量 実効線量 等価線量

男性・妊娠する可能性がない
と診断された女性

100mSv/5 年間
かつ 50mSv/1 年間

150mSv/1 年間
（眼の水晶体）
500mSv/1 年間
（皮膚）

100mSv/1 年間

300mSv/1 年間
（眼の水晶体）
1,000mSv/1年間
（皮膚）

女性（妊娠する可能性がない
と診断された場合を除く） 5mSv/3カ月 ― ―

妊娠中の女性 内部被ばく 1mSv/妊娠中 2mSv/妊娠中
（腹部表面） ― ―

表 3　全身被ばく後の臓器・組織障害の推定しきい線量

影響 臓器/組織 影響発現時間 しきい値（Gy）

罹病 1%発生率
一時的不妊 精巣 3～ 9週間 ～ 0.1
永久不妊 精巣 3週間 ～ 6

卵巣 ＜1週間 ～ 3
造血機能低下 骨髄 3～ 7日 ～ 0.5
皮膚の発赤 皮膚 （広い部位） 1～ 4週間 3～ 6
皮膚の火傷 皮膚 （広い部位） 2～ 3週間 5～ 10
一時的脱毛 皮膚 2～ 3週間 ～ 4

死亡
白内障（視力障害） 眼 数年 ～ 1.5
骨髄症候群 骨髄 （治療しない場合） 30 ～ 60 日 ～ 1

（手厚い治療をした場合） 30 ～ 60 日 2 ～ 3
胃腸管症候群 小腸 （治療しない場合） 6～ 9日 ～ 6

（手厚い治療をした場合） 6～ 9日 ＞6
間質性肺炎 肺 　 1～ 7か月 6

国際放射線防護委員会 2007 年勧告 9）を引用改変

5．放射線の人体への影響

放射線の生物作用の主な標的はDNAである．DNA
は，1日 1細胞あたり 1万から 100 万カ所が損傷を受け
ている８）．その原因は，放射線以外にも，活性酸素，植物
毒素，紫外線，たばこの煙中の炭化水素などの人造の変
異原物質など様々である．DNA損傷の大部分は修復酵
素により短時間で修復されるが，修復されずに固定した
り，修復エラーが起こることもある．
放射線によるDNA損傷が致死的な場合は細胞死を起

こす．この場合，ある線量（しきい線量）を超えるまで
は，臓器や組織としての機能が保たれて検査異常や身体
症状が現れない．これを確定的影響という．
一方，DNA損傷が非致死的な場合は，DNA情報の変

化が突然変異として残り，その細胞が分裂して増殖する．
それが体細胞の場合は，長い潜伏期の後にがんが発生す
る可能性があり，生殖細胞の場合は，遺伝性影響として
子孫に伝わる可能性がある．がんや遺伝性影響は，しき
い線量を持たず，放射線の線量増加とともに発生頻度が
増加すると仮定されており，これを確率的影響という．
確定的影響には，脱毛，血球減少，不妊，胎児影響な

どが含まれる．確定的影響の臓器・組織障害の推定しき

い線量を表 3９）に示した．吸収線量 100mGy以下の放射線
による影響は，放射線への感受性が最も高い胎児におい
ても観察されていない．一方，急性被ばくで一度に 2Gy
相当以上の放射線を受けた場合は，治療を必要とする急
性障害が発生する可能性がある．
確率的影響にはがんと遺伝性影響がある．原爆による

放射線誘発がんの発生をみると，白血病は被ばく後 2年
から始まり，5～6年後にピークを迎える．一方，その他
のがんは 10 年後から始まり，時間の経過とともに罹患率
が増加する１０）．ICRP では，放射線の実効線量が 100mSv
を超えると，生涯がん死亡リスクが 100mSv あたり 0.5％
増加するとして被ばく管理することを勧告している．す
なわち，新生児から高齢者まで 1,000 人が 100mSv に被
ばくし，その後の一生涯でのがんによる死亡が，被ばく
しない場合に比べて 5人増加すると仮定している．
被ばく時の年齢が 10 歳未満の小児においては，固形が

んの相対リスクは 0.5～1Gy で男性 1.10，女性 2.87，1～4
Gy で男性 3.80，女性 4.46 であった１０）．ICRP では，胎児期
と小児初期における放射線の発がんリスクは，多めに見
積もって，大人の 3倍程度と考えている１１）．
確率的影響にはしきい線量はないと仮定されている

が，従来の疫学調査では，全身 100mSv の被ばくでは有
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表4　全身の固形がんの罹患における放射線と生活習慣の相対リスク

相対リスク 被ばく放射線量 生活習慣

1.50 ～ 2.49 1000-2000mSv（1.8）
喫煙者（1.6）
大量飲酒（450g 以上＊/週）（1.6）

1.30 ～ 1.49 500-1000mSv（1.4） 大量飲酒（300-449g＊/週）（1.4）

1.10 ～ 1.29 200-500mSv（1.19）

やせ（BMI＜19）（1.29）
肥満（BMI≧30）（1.22）
運動不足（1.15-1.19）
高塩分食品の摂取（1.11-1.15）

1.01 ～ 1.09
100-200mSv（1.08）
　

野菜不足（1.06）
受動喫煙〈非喫煙女性〉（1.02-1.03）

検出不可能 100mSv 未満

文献 17）より引用改変
相対リスク：要因を持つ群の罹患率を，要因を持たない群の罹患率で割るこ
とにより求める．要因を持つことにより何倍疾病に罹患しやすいかを表す．
＊エタノール換算量

意な発がんリスクの増加は認められていない．世界の自
然放射線レベルが高い地域でも，今のところ，がんの死
亡率や発生率の有意な増加は報告されていない．被ばく
線量の合計が同じでも，高線量の 1回被ばくに比べて，
低線量を複数回に分割し，時間をかけて被ばくした方が
影響は小さい１２）ということも関係する可能性がある．一
方，全身 100mSv の被ばくで発がんリスクの増加がない
とも完全には言い切れないため，放射線防護の観点から，
直線しきい値なしモデル（LNTモデル）を仮定している．
これは，あくまでも安全の側に立った仮定のモデルであ
るために，100mSv 以下の低線量被ばくにおけるリスク
計算に，数値をそのまま使用することは適切ではない．
遺伝的影響のリスク（第 2世代まで）は，動物実験の

結果から，1Gyあたり約 0.2％といわれる１３）が，人では観
察されていない．原爆被爆者 2世の追跡調査でも認めら
れていない１０）．

6．被ばく線量の評価

原子力災害の後，2年以上が経過した現在は，地表に堆
積した放射性物質からの外部被ばくを防ぐことが重要で
ある．災害現場から距離が離れていても，地形と風向き
により，線量の高い地域（ホットスポット）が存在する
ため，空間線量率モニタリングの値に注意する必要があ
る．セシウム 137 の約 80～90％は地表から深さ 1cm未
満に存在するため，表土と下層土を入れ替えるだけでも
放射線量を約 85％低減することができる１４）．
福島県住民の外部被ばく線量に関しては，福島県県民

健康管理調査において，対象者の行動調査により震災後
7月 11 日までの 4カ月間の居場所情報を収集し，文部科
学省緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム
（System for Prediction of Environmental Emergency
Dose Information：SPEEDI）で公表された各地域の空間
線量率に基づいて構築した「外部被ばく線量評価システ

ム」に当てはめて推定した．その結果，2013 年 12 月 31
日現在，放射線業務従事経験者を除く 460,409 人におい
ては，県北・県中・相双地区（外部被ばく線量が高いと
考えられる浪江町，飯館村，川俣町山木屋地区を含む）の
90％以上が 2mSv未満であり，「これにより放射線によ
る健康被害は考えにくい」状況と考えられている１５）．
飲料水や食品からの内部被ばく線量は，放射能濃度

（Bq�kg）×摂取量（kg）×実効線量係数で計算される．厚
生労働省の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会放射性
物質対策部会が，実測値に基づいて推計を行った結果，
一年間に摂取する食品からの預託実効線量は，全年齢平
均 0.111mSv，最も値が大きい小児において 0.118mSv
であった１６）．食品による内部被ばくの影響は，外部被ばく
の影響に比べて小さいと推定される．

7．放射線防護と発がん予防

放射線の生物作用には，放射線がDNAを直接損傷さ
せる直接作用と，放射線により水分子にフリーラジカル
（活性酸素）が形成され，そのフリーラジカルがDNA
損傷を引き起こす間接作用がある．γ線や β線において
は間接作用が主である．したがって，ビタミンCをはじ
めとする抗酸化物質などの摂取は，放射線障害を軽減さ
せることに役立つ可能性がある．
国立がん研究センターのまとめによると，発がんリス

クは 100mSv の放射線が受動喫煙とほぼ同じであり，
100～200mSv の放射線は野菜不足に相当する．そして，
やせすぎ，肥満，運動不足は 100mSv の放射線被ばくの
3～5倍，喫煙，大量飲酒習慣は 8～10 倍にあたる（表
4）１７）．この結果は，放射線防護と同様に，生活習慣の改善
が発がん予防には非常に有効であることを示している．

8．おわりに

労働者の無用な放射線被ばくを防ぐには，作業環境管
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理，作業管理はもちろん，うがい，手洗い，シャワー，
衣類の洗濯などの保清習慣の徹底，労働衛生教育を含め
た労働衛生の 5管理が重要である．また，放射線による
発がんを予防するためには，ビタミン，ミネラルに配慮
したバランスのよい食生活，禁煙，適度な運動，ストレ
ス軽減対策などが重要である．これらは，まさしく基本
的な生活習慣病対策，労働衛生対策に他ならない．今後
の公衆衛生対策の更なる充実を願うとともに，震災・事
故からの一刻も早い復興を祈ってやまない．
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Health Effects of Radiation Exposure and Protection from Radiation through an Industrial Health
Management Angle

Gen Kobashi
Research Governance and Human Research Protection Office, Department of Planning and Management,

National Institute of Radiological Sciences

This paper outlines fundamental knowledge, health risks, and protection related to radiation in order to
carry out appropriate industrial health management to reduce great public anxiety caused by the Fukushima
Daiichi Nuclear Power Plant accident developed by the Tohoku earthquake and tsunami of March 11, 2011. Ra-
diation generally causes damages to DNA such as generation of reactive oxygen species in cells, which are also
created by exposures of various kinds of physical and chemical factors. This suggests that as well as applying 5
basic measures for industrial health management in the work place, common public health measures and dis-
ease prevention, such as keeping good sanitary conditions, healthy lifestyles, home discipline, social supports, ef-
ficient health education, etc. are important for us to prevent radiation-related cancer manifestation. Improve-
ment of early detection and treatment for cancer is also important to eliminate the public anxiety.

(JJOMT, 62: 277―282, 2014)
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